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女川町緑のまちづくり助成金 

女川町内において、緑化整備による景観に優れたまちづくりを推進するため、庭先へのシンボルツリーの植樹や芝の植え付

けなど、対象となる緑化整備工事を実施した場合に、助成金を交付します。 

１ 対象となる方 

 市区町村民税に滞納がなく、次のいずれかに該当する方。 ※法人は対象となりません。 

 （１）震災復興事業により町が造成した宅地に住宅再建等を行い居住する方 

 （２）震災後、町が造成する宅地以外の住宅地に住宅再建等を行い居住する方 

 （３）震災復興事業により町が建設した災害公営住宅（戸建）に居住する方 

 （４）上記以外の戸建住宅に居住する方 

  ※（１）から（３）に該当する方で、平成２８年６月３０日までに宅地の引渡しを受け、緑化整備を行った方につ

いても、過去にさかのぼって助成対象となります。 

    遡及措置の対象地区:本制度の施行日前に宅地の引渡しを行っている地区が対象 

     （中心部）  荒立西地区、荒立東地区、内山地区、運動場西地区、ずい道地区、駅北地区、石浜地区、 

               旭が丘地区、清水・日蕨地区 および 女川地区の一部 

     （離半島部） 出島地区、大石原浜地区、野々浜地区、高白浜地区、寺間地区、桐ケ崎地区、指ケ浜地区、 

               尾浦(東)地区、竹浦(南)地区、御前浜地区、塚浜地区 

２ 助成対象工事 および 上限額 

下記のいずれかの工事を実施した場合 

助成対象者 

助成対象工事 
（１） （２） （３） （４） (1)から(3)の遡及対象単価 

①生垣緑化 ○ ○ ○ ○ 高さ0.6ｍ以上       14,000円/ｍ 

②シンボルツリー緑化 ○ ○ ○ ○ 
中木1.5ｍ～3.0ｍ未満29,000 円/本 

高木3.0ｍ以上      79,000 円/本 

③法面・平面緑化 ○ ○ ○ ○ 

芝                3,400円/㎡ 

低木0.3ｍ～1.5 未満   2,400 円/本 

地被植物             500 円/株 

④擁壁等緑化 ○ ○ ○ ○ つる性植物に限る       2,500円/株 

⑤雨水貯留タンク設置 ○ ○ ○ ○ 既製品または同等品    48,000 円/台 

⑥側溝等設置 ○ ○ × × コンクリート既製品または同等品11,000 円/ｍ 

上限額 ２０万円 １０万円  

制度開始前に実施済みの 

工事に対する遡及助成 
○ ×  

※助成金の額は実際に緑化整備等工事に要した費用 または 上限額のいずれか低いほうの額となります。 

※遡及対象の場合の助成金額は、【遡及対象単価×現地で確認した数量】により算定した額 または 上限額の 

いずれか低いほうの額となります。  

要相談 
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３ 申請期限 

  令和６年３月３１日まで 

４ 必要書類等 

【A 交付申請】 

 ① 女川町緑のまちづくり助成金交付申請書（様式第１号） 

 ② 緑化工事計画図（様式）・・・ 平面図や立面図に植栽の位置や樹種、寸法、数量等を記入 

 ③ 緑化工事の写真（着工前、施工中、完了後）  

 ④ 対象工事の明細および金額が確認できる書類   

（見積書、領収書の写しなど） 

 ⑤ 世帯全員の住民票 

 ⑥ 納税証明書（女川町税務課で確認できない場合のみ） 

 ⑦ 印鑑（認印可） 

 ⑧ 委任状（代理申請の場合） 

※ その他必要に応じて書類の提出を求める場合があります。 

【Ｂ 助成金請求】 

 ① 女川町緑のまちづくり助成金請求書（様式第２号） 

 ② 振込先の預金通帳（申請者名義のもの） 

 ③ 印鑑（認印可） 

５ 申請の流れ 

 

  ※完了後の現地確認により、申請書の内容と異なる部分が確認された場合や植栽に枯死があった場合、交付額の修正

を行う場合があります。 

６ 注意事項 

（１）以下の場合は助成対象とはなりません。 

    ・ １年草のような一時的な植栽 

    ・ 境界を越境するような植栽 

    ・ 既存ブロック塀等の除去 

    ・ 浸透式の雨水排水設備の設置 

（２）助成後５年間は適正な維持管理に努めてください。 

※③・④は遡及の対象となる場合は提出不要です 

※⑤・⑥は町で確認できる場合は省略可。 


